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○愛知淑徳大学における研究活動上の不正行為の防

止及び対応に関する規程  

第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は、愛 知 淑 徳 大 学（ 以 下、「 本 学 」と い う ）にお け る 公 的 資 金 等を用

い た 研 究 活 動 に おいて 、 研 究 活 動 上 の不正 行 為 の 防 止 及 び不正 行 為 が 生 じ た 場合に

お け る 適 正 な 対 応につ い て 必 要 な 事 項を定 め る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 にお い て 、次 の 各 号 に掲 げ る 用 語 の 意 義は、当 該 各 号 に 定 め ると こ

ろ に よ る 。  

（ １ ） 研 究 活 動 上の不 正 行 為  

①  故 意 又 は 研 究 者と し て わ き ま え る べき 基 本 的 な 注 意 義 務を 著 し く 怠 っ た こ と

に よ る 、 捏 造 、 改ざん 、 又 は 盗 用 。  

・ 捏 造 ： 存 在 し ないデ ー タ 、 研 究 結 果等を 作 成 す る こ と  

・ 改 ざ ん ： 研 究 資料・ 機 器 ・ 過 程 を 変更す る 操 作 を 行 い 、デー タ 、 研 究 活 動 に

よ っ て 得 ら れ た 結果等 を 真 正 で な い ものに 加 工 す る こ と  

・ 盗 用 ： 他 の 研 究者の ア イ デ ィ ア 、 分析・ 解 析 方 法 、 デ ータ、 研 究 結 果 、 論 文

又 は 用 語 を 当 該 研究者 の 了 解 又 は 適 切な表 示 な く 流 用 す ること  

②  ① 以 外 の 研 究 活動 上 の 不 適 切 な 行 為で あ っ て 、 科 学 者 の行 動 規 範 及 び 社 会 通

念 に 照 ら し て 研 究者倫 理 か ら の 逸 脱 の程度 が 甚 だ し い も の  

（ ２ ） 研 究 活 動  

こ の 規 程 に お い て 研究 活 動 と は 、 次 の 各号 に 掲 げ る 資 金 を 原資 と し て 行 う も の

を い う 。  

①  本 学 の 教 育 研 究費 等 及 び 私 学 助 成 等の 基 盤 的 経 費 そ の 他の 文 部 科 学 省 の 予 算

の 配 分 又 は 措 置 による も の （ 以 下 、「私 立大 学 等 経 常 費 補 助金等 」 と い う 。）  

②  各 省 庁 又 は そ れら が 所 管 す る 独 立 行政 法 人 か ら 配 分 さ れる 競 争 的 資 金 を 中 心

と し た 公 募 型 の 研究資 金 に よ る も の （以下 、「 競 争 的 資 金等 」と い う 。）  

③  企 業 等 の 自 己資金 か ら 配 分 さ れ る研究 費 、寄 付 金に よ る もの（ 以 下 、「受 託 研

究 費 等 」 と い う 。）  
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（ ３ ） 研 究 者 等  

本 学 に 雇 用 さ れ て いる 者 及 び 本 学 の 施 設や 設 備 を 利 用 し て いる 者 の う ち 、 公 的

資 金 を 用 い た 研 究に従 事 し て い る 者 又は携 わ る 者  

（ ４ ） 部 局  

文 学 部 、 人 間 情 報 学部 、 心 理 学 部 、 創 造表 現 学 部 、 健 康 医 療科 学 部 、 福 祉 貢 献

学 部 、 交 流 文 化 学 部、 ビ ジ ネ ス 学 部 、 グロ ー バ ル ・ コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ン 学 部 、 文

化 創 造 研 究 科 、 教 育学 研 究 科 、 心 理 医 療科 学 研 究 科 、 グ ロ ーバ ル カ ル チ ャ ー ・ コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研究 科 、 ビ ジ ネ ス 研 究科 、 情 報 教 育 セ ン ター 、 国 際 交 流 セ ン タ

ー 、留 学 生 別科 、コミュ ニ テ ィ・コ ラ ボ レ ーシ ョ ン セ ン タ ー、キ ャリ ア セ ン タ ー 、

教 職・司 書・学 芸 員 教育 セ ン タ ー 、健 康 ス ポー ツ 教 育 セ ン タ ー、初年 次 教 育 部 門 、

外 国 語 教 育 部 門 、 学生 相 談 室 、 心 理 臨 床相 談 室 、 そ の 他 上 記以 外 に 研 究 を 行 う 部

局  

（ 研 究 者 等 の 責 務）  

第 ３ 条  研 究 者 等 は、研 究 活 動 上 の不 正行 為 や そ の 他 の 不適切 な 行 為 を 行 っ てはな ら

ず 、 ま た 、 他 者 による 不 正 行 為 の 防 止に努 め な け れ ば な らない 。  

２  研 究 者 等 は 、研究 者 倫 理 及 び 研 究活動 に 係 る 法 令 等 に関す る 研 修 又 は 科 目等を 受

講 し な け れ ば な らない 。  

３  研 究 者 等 は 、研究 活 動 の 正 当 性 の証明 手 段 を 確 保 す るとと も に 、 第 三 者 による 検

証 可 能 性 を 担 保 するた め 、 実 験 ・ 観 察記録 ノ ー ト 、 実 験 データ そ の 他 の 研 究 資料等

を １ ０ 年 間（ 試 料等は 原 則 ５ 年 間 ）、適切に 保 存・管 理 し 、開示の 必 要 性 及 び 相 当性

が 認 め ら れ る 場 合には 、 こ れ を 開 示 しなけ れ ば な ら な い 。  

 

第 ２ 章  不 正 防 止のた め の 体 制  

（ 総 括 責 任 者 ）  

第 ４ 条  学 長 は、 研究 倫 理 の 向 上 及 び不正 行 為 の 防 止 等 に関し 、 法 人 全体 を 統 括す る

権 限 と 責 任 を 有 する者 と し て 、 公 正 な研究 活 動 を 推 進 す るため に 適 切 な 措 置 を講じ

る も の と す る 。  

（ 部 局 責 任 者 ）  

第 ５ 条  学 部 長 、研究 科 長 、 教 育 部門 長、 セ ン タ ー 長、 研 究所 長 、 相 談 室 長は 、当 該

部 局 に お け る 研 究倫理 の 向 上 及 び 不 正行為 の 防 止 等 に 関 する責 任 者 と し て 、 公正な

研 究 活 動 を 推 進 するた め の 適 切 な 措 置を講 じ る も の と す る。  
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（ 研 究 倫 理 教 育 責任者 ）  

第 ６ 条  学 長 は 、研究 者 等 に 対 す る 研究倫 理 教 育 に つ い て実質 的 な 責 任 と 権 限を持 つ

者 と し て 研 究 倫 理教育 責 任 者 を 置 き 、「各学 部 長・各 研 究 科 長 」を 充 て る も の と する。  

 ま た 、 学 部 ・ 研究科 に 属 さ な い 部 局は 、「 副 学 長 」 を 充 てるも の と す る 。  

２  研 究 倫 理 教 育責任 者 は 、第 ２ 条 第 ３号に 規 定 す る 部 局 に所属 す る 研 究 者 等 に対し 、

研 究 者 倫 理 に 関 する教 育 を 定 期 的 に 行わな け れ ば な ら な い。  

 

第 ３ 章  告 発 の 受 付  

（ 告 発 の 受 付 窓 口）  

第 ７ 条  告 発 又 は 相談 へ の 迅 速 か つ 適切な 対 応 を 行 う た め、各学 部 長・各 研 究 科長（学

部・研 究 科 に属 さ ない 部 局 は 、副学 長 ）、総 務 事 務 室 を 受 付窓口 と す る（ 以下「 告 発

窓 口 」 と い う 。）。  

（ 告 発 の 受 付 体 制）  

第 ８ 条  研 究 活 動 上の 不 正 行 為 の 疑 いがあ る と 思 料 す る 者は、 何 人 も、 書 面、 ファ ク

シ ミ リ 、 電 子 メ ール、 電 話 又 は 面 談 により 、 告 発 窓 口 に 対して 告 発 を 行 う こ とがで

き る 。  

２  告 発 は 、 原 則とし て 、 顕 名 に よ り、研 究 活 動 上 の 不 正行為 を 行 っ た と す る研究 者

又 は 研 究 グ ル ー プ等の 氏 名 又 は 名 称 、研究 活 動 上 の 不 正 行為の 態 様 そ の 他 事 案の内

容 が 明 示 さ れ 、 かつ、 不 正 と す る 合 理的理 由 が 示 さ れ て いなけ れ ば な ら な い 。  

３  告 発 窓 口 の 責任者 は 、 匿 名 に よ る告発 に つ い て 、 必 要と認 め る 場 合 に は 、学長 と

協 議 の 上 、 こ れ を受け 付 け る こ と が できる 。  

４  告 発 窓 口 の 責任者 は 、 告 発 を 受 け付け た と き は 、 速 やかに 、 学 長 に 報 告 するも の

と す る 。 学 長 は 、当該 告 発 に 関 係 す る部局 責 任 者 等 に 、 その内 容 を 通 知 す る ものと

す る 。  

５  告 発 窓 口 の 責任者 は 、 告 発 が 郵 便によ る 場 合 な ど 、 当該告 発 が 受 け 付 け られた か

ど う か に つ い て 告発者 が 知 り 得 な い 場合に は 、 告 発 が 匿 名によ る 場 合 を 除 き 、告発

者 に 受 け 付 け た 旨を通 知 す る も の と する。  

６  新 聞 等 の 報 道機関 、 研 究 者 コ ミ ュニテ ィ 又 は イ ン タ ーネッ ト 等 に よ り 、 不正行 為

の 疑 い が 指 摘 さ れた場 合 （ 研 究 活 動 上の不 正 行 為 を 行 っ たとす る 研 究 者 又 は 研究グ

ル ー プ 等 の 氏 名 又は名 称 、 研 究 活 動 上の不 正 行 為 の 態 様 その他 事 案 の 内 容 が 明示さ

れ 、か つ、不 正 と す る合 理 的 理 由 が 示 されて い る 場 合 に 限 る。）は 、学 長 は、こ れ を

匿 名 の 告 発 に 準 じて取 り 扱 う こ と が できる 。  
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（ 告 発 の 相 談 ）  

第 ９ 条  研 究 活 動 上の 不 正 行 為 の 疑 いがあ る と 思 料 す る 者で、告 発 の 是 非 や手 続に つ

い て 疑 問 が あ る 者は、 告 発 窓 口 に 対 して相 談 を す る こ と ができ る 。  

２  告 発 の 意 思 を明示 し な い 相 談 が あった と き は 、 告 発 窓口は 、 そ の 内 容 を 確認し て

相 当 の 理 由 が あ ると認 め た と き は 、 相談者 に 対 し て 告 発 の意思 の 有 無 を 確 認 するも

の と す る 。  

３  相 談 の 内 容 が、研 究 活 動 上 の 不 正行為 が 行 わ れ よ う として い る 、 又 は 研 究活動 上

の 不 正 行 為 を 求 められ て い る 等 で あ るとき は 、 告 発 窓 口 の責任 者 は 、 学 長 に 報告す

る も の と す る 。  

４  第 ３ 項 の 報 告があ っ た と き は 、 学長は 、 そ の 内 容 を 確認し 、 相 当 の 理 由 がある と

認 め た と き は 、 その報 告 内 容 に 関 係 する者 に 対 し て 警 告 を行う も の と す る 。  

（ 告 発 窓 口 の 職 員の義 務 ）  

第 １ ０ 条  告発 の 受付 に 当 た っ て は 、告発 窓 口 の 職 員 は 、告発 者 及 び 被 告 発 者の秘 密

の 遵 守 そ の 他 告 発者及 び 被 告 発 者 の 保護を 徹 底 し な け れ ばなら な い 。  

２  告 発 窓 口 の 職員は 、告 発 を 受 け 付 けるに 際 し 、面 談 に よ る場合 は 個 室 に て 実 施し、

書 面 、 フ ァ ク シ ミリ、 電 子 メ ー ル 、 電話等 に よ る 場 合 は その内 容 を 他 の 者 が 同時及

び 事 後 に 見 聞 で きない よ う な 措 置 を 講ずる な ど 、 適 切 な 方法で 実 施 し な け れ ばなら

な い 。  

３  前 ２ 項 の 規 定は、 告 発 の 相 談 に ついて も 準 用 す る 。  

 

第 ４ 章  関 係 者 の取扱 い  

（ 秘 密 保 護 義 務 ）  

第 １ １ 条  この 規 程に 定 め る 業 務 に 携わる 全 て の 者 は 、業 務上 知 る こ と の で きた秘 密

を 漏 ら し て は な らない 。 職 員 等 で な くなっ た 後 も 、 同 様 とする 。  

２  学 長 は 、 告 発者、 被 告 発 者 、 告 発内容 、 調 査 内 容 及 び調査 経 過 に つ い て 、調査 結

果 の 公 表 に 至 る まで、 告 発 者 及 び 被 告発者 の 意 に 反 し て 外部に 漏 洩 し な い よ う、こ

れ ら の 秘 密 の 保 持を徹 底 し な け れ ば ならな い 。  

３  学 長 は 、 当 該告発 に 係 る 事 案 が 外部に 漏 洩 し た 場 合 は、告 発 者 及 び 被 告 発者の 了

解 を 得 て 、 調 査 中にか か わ ら ず 、 調 査事案 に つ い て 公 に 説明す る こ と が で き る。た

だ し 、 告 発 者 又 は被告 発 者 の 責 に 帰 すべき 事 由 に よ り 漏 洩した と き は 、 当 該 者の了

解 は 不 要 と す る 。  

４  学 長 又 は そ の他の 関 係 者 は 、 告 発者、 被 告 発 者 、 調 査協力 者 又 は 関 係 者 に連絡 又
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は 通 知 を す る と きは、 告 発 者 、 被 告 発者、 調 査 協 力 者 及 び関係 者 等 の 人 権 、 名誉及

び プ ラ イ バ シ ー 等を侵 害 す る こ と の ないよ う に 、 配 慮 し なけれ ば な ら な い 。  

（ 告 発 者 の 保 護 ）  

第 １ ２ 条  学長 は 、告 発 を し た こ と を理由 と す る 当 該 告 発者の 職 場 環 境 の 悪 化や差 別

待 遇 が 起 き な い ように す る た め に 、 適切な 措 置 を 講 じ な ければ な ら な い 。  

２  本 学 に 所 属 する全 て の 者 は 、 告 発をし た こ と を 理 由 として 、 当 該 告 発 者 に対し て

不 利 益 な 取 扱 い をして は な ら な い 。  

３  学 長 は 、 告 発者に 対 し て 不 利 益 な取扱 い を 行 っ た 者 がいた 場 合 は 、 就 業 規則そ の

他 関 係 諸 規 程 に 従って 、 そ の 者 に 対 して処 分 を 課 す こ と ができ る 。  

４  学 長 は 、 悪 意に基 づ く 告 発 で あ ること が 判 明 し な い 限り、 単 に 告 発 し た ことを 理

由 に 当 該 告 発 者 に対し て 解 雇 、 配 置 換え、 懲 戒 処 分 、 降 格、減 給 そ の 他 当 該 告発者

に 不 利 益 な 措 置 等を行 っ て は な ら な い。  

（ 被 告 発 者 の 保 護）  

第 １ ３ 条  本学 に 所属 す る 全 て の 者 は 、相 当 な 理 由 な し に 、単 に 告 発 が な さ れたこ と

の み を も っ て 、 当該被 告 発 者 に 対 し て不利 益 な 取 扱 い を しては な ら な い 。  

２  学 長 は 、 相 当な理 由 な し に 、 被 告発者 に 対 し て 不 利 益な取 扱 い を 行 っ た 者がい た

場 合 は 、 就 業 規 則その 他 関 係 諸 規 程 に従っ て 、 そ の 者 に 対して 処 分 を 課 す こ とがで

き る 。  

３  学 長 は 、 相 当な理 由 な し に 、 単 に告発 が な さ れ た こ とのみ を も っ て 、 当 該被告 発

者 の 研 究 活 動 の 全面的 な 禁 止 、 解 雇 、配置 換 え 、 懲 戒 処 分、降 格 、 減 給 そ の 他当該

被 告 発 者 に 不 利 益な措 置 等 を 行 っ て はなら な い 。  

（ 悪 意 に 基 づ く 告発）  

第 １ ４ 条  何人 も 、悪 意 に 基 づ く 告 発を行 っ て は な ら な い 。本 規 程 に お い て 、悪意 に

基 づ く 告 発 と は 、被告 発 者 を 陥 れ る ため又 は 被 告 発 者 の 研究を 妨 害 す る た め 等、専

ら 被 告 発 者 に 何 らかの 不 利 益 を 与 え ること 又 は 被 告 発 者 が所属 す る 組 織 等 に 不利益

を 与 え る こ と を 目的と す る 告 発 を い う。  

２  学 長 は 、 悪 意に基 づ く 告 発 で あ ったこ と が 判 明 し た 場合は 、 当 該 告 発 者 の氏名 の

公 表 、 懲 戒 処 分 、刑事 告 発 そ の 他 必 要な措 置 を 講 じ る こ とがで き る 。  

３  学 長 は 、 前 項の処 分 が 課 さ れ た ときは 、 該 当 す る 資 金配分 機 関 及 び 関 係 省庁に 対

し て 、 そ の 措 置 の内容 等 を 通 知 す る 。  
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第 ５ 章  事 案 の 調査  

（ 予 備 調 査 の 実 施）  

第 １ ５ 条  第 ８ 条 に 基 づ く 告 発 が あ っ た 場 合 又 は 本 学 が そ の 他 の 理 由 に よ り 予 備 調

査 が 必 要 で あ る と認め た 場 合 は 、 学 長は予 備 調 査 委 員 会 を設置 し 、 予 備 調 査 委員会

は 速 や か に 予 備 調査を 実 施 し な け れ ばなら な い 。  

２  予 備 調 査 委 員会は 、 ３ 名 の 委 員 によっ て 構 成 す る も のとし 、 学 長 が 指 名 する。  

３  予 備 調 査 委 員会は 、 必 要 に 応 じ て、予 備 調 査 の 対 象 者に対 し て 関 係 資 料 その他 予

備 調 査 を 実 施 す る上で 必 要 な 書 類 等 の提出 を 求 め 又 は 関 係者の ヒ ア リ ン グ を 行うこ

と が で き る 。  

４  予 備 調 査 委 員会は 、 本 調 査 の 証 拠とな り 得 る 関 係 書 類、研 究 ノ ー ト 、 実 験資料 等

を 保 全 す る 措 置 をとる こ と が で き る 。  

（ 予 備 調 査 の 方 法）  

第 １ ６ 条  予備 調 査委 員 会 は 、告 発 さ れた 行 為 が 行 わ れ た可能 性 、告 発 の 際 に 示さ れ

た 科 学 的 理 由 の 論理性 、 告 発 内 容 の 本調査 に お け る 調 査 可能性 、 そ の 他 必 要 と認め

る 事 項 に つ い て 、予備 調 査 を 行 う 。  

２  告 発 が な さ れる前 に 取 り 下 げ ら れた論 文 等 に 対 し て なされ た 告 発 に つ い ての予 備

調 査 を 行 う 場 合 は、取 下 げ に 至 っ た 経緯及 び 事 情 を 含 め 、研究 上 の 不 正 行 為 の問題

と し て 調 査 す べ きもの か 否 か 調 査 し 、判断 す る も の と す る。  

（ 本 調 査 の 決 定 等）  

第 １ ７ 条  予 備 調 査委 員 会 は 、告 発を 受け 付 け た 日 又 は 予備調 査 の 指 示 を 受 けた日 か

ら 起 算 し て ３ ０ 日以内 に 、 予 備 調 査 結果を 学 長 に 報 告 す る。  

２  学 長 は 、 予 備調査 結 果 を 踏 ま え 、速や か に 、 本 調 査 を行う か 否 か を 決 定 する。  

３  学 長 は 、 本 調査を 実 施 す る こ と を決定 し た と き は 、 告発者 及 び 被 告 発 者 に対し て

本 調 査 を 行 う 旨 を通知 し 、 本 調 査 へ の協力 を 求 め る 。  

４  学 長 は 、 本 調査を 実 施 し な い こ とを決 定 し た と き は 、その 理 由 を 付 し て 告発者 に

通 知 す る 。 こ の 場合に は 、 資 金 配 分 機関又 は 関 係 省 庁 や 告発者 の 求 め が あ っ た場合

に 開 示 す る こ と ができ る よ う 、 予 備 調査に 係 る 資 料 等 を 保存す る も の と す る 。  

５  学 長 は 、 本 調査を 実 施 す る こ と を決定 し た と き は 、 当該事 案 に 係 る 研 究 費の資 金

配 分 機 関 及 び 関 係省庁 に 、 本 調 査 を 行う旨 を 報 告 す る も のとす る 。  

（ 調 査 委 員 会 の 設置）  

第 １ ８ 条  学長 は 、本 調 査 を 実 施 す ること を 決 定 し た と きは、速 や か に 、調 査 委員 会

を 設 置 す る 。  
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２  調 査 委 員 会 の委員 の 半 数 以 上 は 、本学に 属 さ な い 外 部 有識者 で な け れ ば な らない 。

ま た 、 全 て の 調 査委員 は 、 告 発 者 及 び被告 発 者 と 直 接 の 利害関 係 を 有 し な い 者でな

け れ ば な ら な い 。  

３  調 査 委 員 会 の委員 は 、 次 の 各 号 に掲げ る 者 と す る 。  

（ １ ） 学 長 が 指 名した 者  若 干 名  

（ ２ ） 研 究 分 野 の知見 を 有 す る 者  若干名  

（ ３ ） 法 律 の 知 識を有 す る 外 部 有 識 者  若 干 名  

（ 本 調 査 の 通 知 ）  

第 １ ９ 条  学長 は 、調 査 委 員 会 を 設 置した と き は 、調 査 委 員会 委 員 の 氏 名 及 び所属 を

告 発 者 及 び 被 告 発者に 通 知 す る 。  

２  前 項 の 通 知 を受け た 告 発 者 又 は 被告発 者 は 、 当 該 通 知を受 け た 日 か ら 起 算して ７

日 以 内 に 、 書 面 により 、 学 長 に 対 し て調査 委 員 会 委 員 に 関する 異 議 を 申 し 立 てるこ

と が で き る 。  

３  学 長 は 、 前 項の異 議 申 立 て が あ った場 合 は 、 当 該 異 議申立 て の 内 容 を 審 査し、 そ

の 内 容 が 妥 当 で あると 判 断 し た と き は、当 該 異 議 申 立 て に係る 調 査 委 員 会 委 員を交

代 さ せ る と と も に、そ の 旨 を 告 発 者 及び被 告 発 者 に 通 知 する。  

（ 本 調 査 の 実 施 ）  

第 ２ ０ 条  調査 委 員会 は 、本 調 査 の 実 施の 決 定 が あ っ た 日から 起 算 し て ３ ０ 日以内 に 、

本 調 査 を 開 始 す るもの と す る 。  

２  調 査 委 員 会 は 、告発 者 及 び 被 告 発 者に対 し 、直 ち に 、本 調 査を 行 う こ と を 通 知し、

調 査 へ の 協 力 を 求める も の と す る 。  

３  調 査 委 員 会 は 、告発 に お い て 指 摘 された 当 該 研 究 に 係 る論文 、実 験・観 察ノ ー ト、

生 デ ー タ そ の 他 資料の 精 査 及 び 関 係 者のヒ ア リ ン グ 等 の 方法に よ り 、 本 調 査 を行う

も の と す る 。  

４  調 査 委 員 会 は、被 告 発 者 に よ る 弁明の 機 会 を 設 け な ければ な ら な い 。  

５  調 査 委 員 会 は、被 告 発 者 に 対 し 、再実 験 等 の 方 法 に よって 再 現 性 を 示 す ことを 求

め る こ と が で き る。ま た 、 被 告 発 者 から再 実 験 等 の 申 し 出があ り 、 調 査 委 員 会がそ

の 必 要 性 を 認 め る場合 は 、 そ れ に 要 する期 間 及 び 機 会 並 びに機 器 の 使 用 等 を 保障す

る も の と す る 。  

６  告 発 者 、 被 告発者 及 び そ の 他 当 該告発 に 係 る 事 案 に 関係す る 者 は 、 調 査 が円滑 に

実 施 で き る よ う 積極的 に 協 力 し 、 真 実を忠 実 に 述 べ る な ど、調 査 委 員 会 の 本 調査に

誠 実 に 協 力 し な ければ な ら な い 。  
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（ 本 調 査 の 対 象 ）  

第 ２ １ 条  本調 査 の対 象 は 、告 発 さ れ た事 案 に 係 る 研 究 活動の 他 、調 査 委 員 会 の判 断

に よ り 、 本 調 査 に関連 し た 被 告 発 者 の他の 研 究 を 含 め る ことが で き る 。  

（ 証 拠 の 保 全 ）  

第 ２ ２ 条  調査 委 員会 は 、本 調 査 を 実 施す る に 当 た っ て 、告発 さ れ た 事 案 に 係る研 究

活 動 に 関 し て 、 証拠と な る 資 料 及 び その他 関 係 書 類 を 保 全する 措 置 を と る も のとす

る 。  

２  告 発 さ れ た 事案に 係 る 研 究 活 動 が行わ れ た 研 究 機 関 が本学 で な い と き は 、調査 委

員 会 は 、 告 発 さ れた事 案 に 係 る 研 究 活動に 関 し て 、 証 拠 となる 資 料 及 び そ の 他関係

書 類 を 保 全 す る 措置を と る よ う 、 当 該研究 機 関 に 依 頼 す るもの と す る 。  

３  調 査 委 員 会 は、前 ２ 項 の 措 置 に 必要な 場 合 を 除 き 、 被告発 者 の 研 究 活 動 を制限 し

て は な ら な い 。  

（ 本 調 査 の 中 間 報告）  

第 ２ ３ 条  学長 は 、本 調 査 の 終 了 前 であっ て も 、告 発 さ れ た事 案 に 係 る 研 究 活動の 予

算 の 配 分 又 は 措 置をし た 資 金 配 分 機 関又は 関 係 省 庁 の 求 めに応 じ 、 本 調 査 の 中間報

告 を 当 該 資 金 配 分機関 及 び 関 係 省 庁 に提出 す る も の と す る。  

（ 調 査 に お け る 研究又 は 技 術 上 の 情 報の保 護 ）  

第 ２ ４ 条  調 査 委 員 会 は 、 本 調 査 に 当 た っ て は 、 調 査 対 象 に お け る 公 表 前 の デ ー タ 、

論 文 等 の 研 究 又 は技術 上 秘 密 と す べ き情報 が 、 調 査 の 遂 行上必 要 な 範 囲 外 に 漏洩す

る こ と の な い よ う、十 分 配 慮 す る も のとす る 。  

（ 不 正 行 為 の 疑 惑への 説 明 責 任 ）  

第 ２ ５ 条  調査 委 員会 の 本 調 査 に お いて、被 告 発 者 が 告 発 され た 事 案 に 係 る 研究活 動

に 関 す る 疑 惑 を 晴らそ う と す る 場 合 には、 自 己 の 責 任 に おいて 、 当 該 研 究 活 動が科

学 的 に 適 正 な 方 法及び 手 続 に の っ と って行 わ れ た こ と 、 並びに 論 文 等 も そ れ に基づ

い て 適 切 な 表 現 で書か れ た も の で あ ること を 、 科 学 的 根 拠を示 し て 説 明 し な ければ

な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 におい て 、 再 実 験 等 を必要 と す る と き は 、第２ ０ 条 第 ５ 項 の 定める 保

障 を 与 え な け れ ばなら な い 。  

 

第 ６ 章  不 正 行 為等の 認 定  

（ 認 定 の 手 続 ）  

第 ２ ６ 条  調査 委 員会 は 、本 調 査 を 開 始し た 日 か ら 起 算 して１ ５ ０ 日 以 内 に 調査し た
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内 容 を ま と め 、 不正行 為 が 行 わ れ た か否か 、 不 正 行 為 と 認定さ れ た 場 合 は そ の内容

及 び 悪 質 性 、 不 正行為 に 関 与 し た 者 とその 関 与 の 度 合 、 不正行 為 と 認 定 さ れ た研究

に 係 る 論 文 等 の 各著者 の 当 該 論 文 等 及び当 該 研 究 に お け る役割 、 そ の 他 必 要 な事項

を 認 定 す る 。  

２  前 項 に 掲 げ る期間 に つ き 、 １ ５ ０日以 内 に 認 定 を 行 うこと が で き な い 合 理的な 理

由 が あ る 場 合 は 、その 理 由 及 び 認 定 の予定 日 を 付 し て 学 長に申 し 出 て 、 そ の 承認を

得 る も の と す る 。  

３  調 査 委 員 会 は、不 正 行 為 が 行 わ れなか っ た と 認 定 さ れる場 合 に お い て 、 調査を 通

じ て 告 発 が 悪 意 に基づ く も の で あ る と判断 し た と き は 、 併せて 、 そ の 旨 の 認 定を行

う も の と す る 。  

４  前 項 の 認 定 を行う に 当 た っ て は 、告発 者 に 弁 明 の 機 会を与 え な け れ ば な らない 。  

５  調 査 委 員 会 は、本 条 第 １ 項 及 び 第３項 に 定 め る 認 定 が終了 し た と き は 、 直ちに 、

学 長 に 報 告 し な ければ な ら な い 。  

（ 認 定 の 方 法 ）  

第 ２ ７ 条  調査 委 員会 は 、告 発 者 か ら 説明を 受 け る と と も に 、調査 に よ っ て 得 ら れた 、

物 的 ・ 科 学 的 証 拠、証 言 、 被 告 発 者 の自認 等 の 諸 証 拠 を 総合的 に 判 断 し て 、 不正行

為 か 否 か の 認 定 を行う も の と す る 。  

２  調 査 委 員 会 は、被 告 発 者 に よ る 自認を 唯 一 の 証 拠 と して不 正 行 為 を 認 定 するこ と

は で き な い 。  

３  調 査 委 員 会 は、被 告 発 者 の 説 明 及びそ の 他 の 証 拠 に よって 、 不 正 行 為 で あると の

疑 い を 覆 す こ と ができ な い と き は 、 不正行 為 と 認 定 す る ことが で き る 。 保 存 義務期

間 の 範 囲 に 属 す る生デ ー タ 、 実 験 ・ 観察ノ ー ト 、 実 験 試 料・試 薬 及 び 関 係 書 類等の

不 存 在 等 、 本 来 存在す る べ き 基 本 的 な要素 が 不 足 し て い ること に よ り 、 被 告 発者が

不 正 行 為 で あ る との疑 い を 覆 す に 足 る証拠 を 示 せ な い と きも、 同 様 と す る 。  

（ 調 査 結 果 の 通 知及び 報 告 ）  

第 ２ ８ 条  学長 は 、速 や か に 、調 査 結 果（認 定 を 含 む 。）を 告 発者 、被 告 発 者 及 び 被告

発 者 以 外 で 研 究 活動上 の 不 正 行 為 に 関与し た と 認 定 さ れ た者に 通 知 す る も の とする 。

被 告 発 者 が 本 学 以外の 機 関 に 所 属 し ている 場 合 は 、 そ の 所属機 関 に も 通 知 す る。  

２  学 長 は 、 前 項の通 知 に 加 え て 、 調査結 果 を 当 該 事 案 に係る 資 金 配 分 機 関 及び関 係

省 庁 に 報 告 す る ものと す る 。  

３  学 長 は 、 悪 意に基 づ く 告 発 と の 認定が あ っ た 場 合 に おいて 、 告 発 者 が 本 学以外 の

機 関 に 所 属 し て いると き は 、 当 該 所 属機関 に も 通 知 す る ものと す る 。  
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（ 不 服 申 立 て ）  

第 ２ ９ 条  研究 活 動上 の 不 正 行 為 が 行われ た も の と 認 定 された 被 告 発 者 は 、通 知を 受

け た 日 か ら 起 算 して１ ４ 日 以 内 に 、 調査委 員 会 に 対 し て 不服申 立 て を す る こ とがで

き る 。 た だ し 、 その期 間 内 で あ っ て も、同 一 理 由 に よ る 不服申 立 て を 繰 り 返 すこと

は で き な い 。  

２  告 発 が 悪 意 に基づ く も の と 認 定 された 告 発 者 （ 被 告 発者の 不 服 申 立 て の 審議の 段

階 で 悪 意 に 基 づ く告発 と 認 定 さ れ た 者を含 む 。）は 、そ の 認 定に つ い て 、第 １項 の 例

に よ り 、 不 服 申 立てを す る こ と が で きる。  

３  不 服 申 立 て の審査 は 、 調 査 委 員 会が行 う 。 学 長 は 、 新たに 専 門 性 を 要 す る判断 が

必 要 と な る 場 合 は、調 査 委 員 の 交 代 若しく は 追 加 、 又 は 調査委 員 会 に 代 え て 他の者

に 審 査 を さ せ る ものと す る 。 た だ し 、調査 委 員 会 の 構 成 の変更 等 を 行 う 相 当 の理由

が な い と 認 め る ときは 、 こ の 限 り で ない。  

４  前 項 に 定 め る新た な 調 査 委 員 は 、第１ ８ 条 第 ２ 項 及 び第３ 項 に 準 じ て 指 名する と

と も に 、 第 １ ９ 条各号 に 準 じ た 手 続 を行う 。  

５  調 査 委 員 会 は、当 該 事 案 の 再 調 査を行 う ま で も な く 、不服 申 立 て を 却 下 すべき も

の と 決 定 し た 場 合には 、 直 ち に 、 学 長に報 告 す る 。 報 告 を受け た 学 長 は 、 不 服申立

人 に 対 し 、 そ の 決定を 通 知 す る も の とする 。 そ の 際 、 そ の不服 申 立 て が 当 該 事案の

引 き 延 ば し や 認 定に伴 う 各 措 置 の 先 送りを 主 な 目 的 と す るもの と 調 査 委 員 会 が判断

し た 場 合 は 、 以 後の不 服 申 立 て を 受 け付け な い こ と を 併 せて通 知 す る も の と する。  

６  調 査 委 員 会 は 、不服 申 立 て に 対 し て再調 査 を 行 う 旨 を 決定し た 場 合 に は 、直 ちに、

学 長 に 報 告 す る 。報告 を 受 け た 学 長 は、不 服 申 立 人 に 対 し、そ の 決 定 を 通 知 するも

の と す る 。  

７  学 長 は 、 被 告発者 か ら 不 服 申 立 てがあ っ た と き は 告 発者に 対 し て 通 知 し 、告発 者

か ら 不 服 申 立 て があっ た と き は 被 告 発者に 対 し て 通 知 す るもの と す る 。 ま た 、その

事 案 に 係 る 資 金 配分機 関 及 び 関 係 省 庁に通 知 す る 。 不 服 申立て の 却 下 又 は 再 調査開

始 の 決 定 を し た ときも 同 様 と す る 。  

（ 再 調 査 ）  

第 ３ ０ 条  前条 に 基づ く 不 服 申 立 て につい て 、再 調 査 を 実 施す る 決 定 を し た 場合に は 、

調 査 委 員 会 は 、 不服申 立 人 に 対 し 、 先の調 査 結 果 を 覆 す に足る も の と 不 服 申 立人が

思 料 す る 資 料 の 提出を 求 め 、 そ の 他 当該事 案 の 速 や か な 解決に 向 け て 、 再 調 査に協

力 す る こ と を 求 めるも の と す る 。  

２  前 項 に 定 め る不服 申 立 人 か ら の 協力が 得 ら れ な い 場 合には 、 調 査 委 員 会 は、再 調

査 を 行 う こ と な く手続 を 打 ち 切 る こ とがで き る 。 そ の 場 合には 、 調 査 委 員 会 は、直
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ち に 学 長 に 報 告 する。 報 告 を 受 け た 学長は 、 不 服 申 立 人 に対し 、 そ の 決 定 を 通知す

る も の と す る 。  

３  調 査 委 員 会 は、再 調 査 を 開 始 し た場合 に は 、 そ の 開 始の日 か ら 起 算 し て ５０日 以

内 に 、 先 の 調 査 結果を 覆 す か 否 か を 決定し 、 そ の 結 果 を 直ちに 学 長 に 報 告 す るもの

と す る 。 た だ し ５０日 以 内 に 調 査 結 果を覆 す か 否 か の 決 定がで き な い 合 理 的 な理由

が あ る 場 合 は 、 その理 由 及 び 決 定 予 定日を 付 し て 学 長 に 申し出 て 、 そ の 承 認 を得る

も の と す る 。  

４  学 長 は 、 本 条第２ 項 又 は 第 ３ 項 の報告 に 基 づ き 、 速 やかに 、 再 調 査 の 結 果を告 発

者 、 被 告 発 者 及 び被告 発 者 以 外 で 研 究活動 上 の 不 正 行 為 に関与 し た と 認 定 さ れた者

に 通 知 す る も の とする 。 被 告 発 者 及 び被告 発 者 以 外 で 研 究活動 上 の 不 正 行 為 に関与

し た と 認 定 さ れ た者が 本 学 以 外 の 機 関に所 属 し て い る 場 合は、 そ の 所 属 機 関 にも通

知 す る 。 ま た 、 当該事 案 に 係 る 資 金 配分機 関 及 び 関 係 省 庁に報 告 す る 。  

（ 調 査 結 果 の 公 表）  

第 ３ １ 条  学 長 は 、 研 究 活 動 上 の 不 正 行 為 が 行 わ れ た と の 認 定 が な さ れ た 場 合 に は 、

速 や か に 、 調 査 結果を 公 表 す る も の とする 。  

２  前 項 の 公 表 におけ る 公 表 内 容 は 、研究 活 動 上 の 不 正 行為に 関 与 し た 者 の 氏名・ 所

属 、 研 究 活 動 上 の不正 行 為 の 内 容 、 本学が 公 表 時 ま で に 行った 措 置 の 内 容 、 調査委

員 会 委 員 の 氏 名 ・所属 、 調 査 の 方 法 ・手順 等 を 含 む も の とする 。  

３  前 項 の 規 定 にかか わ ら ず 、研 究 活 動上の 不 正 行 為 が あ ったと 認 定 さ れ た 論 文等が 、

告 発 が な さ れ る 前に取 り 下 げ ら れ て いたと き は 、当 該 不 正 行為に 関 与 し た 者 の 氏名・

所 属 を 公 表 し な いこと が で き る 。  

４  研 究 活 動 上 の不正 行 為 が 行 わ れ なかっ た と の 認 定 が なされ た 場 合 に は 、 調査結 果

を 公 表 し な い こ とがで き る 。 た だ し 、被告 発 者 の 名 誉 を 回復す る 必 要 が あ る と認め

ら れ る 場 合 、 調 査事案 が 外 部 に 漏 洩 してい た 場 合 又 は 論 文等に 故 意 若 し く は 研究者

と し て わ き ま え るべき 基 本 的 な 注 意 義務を 著 し く 怠 っ た ことに よ る も の で な い誤り

が あ っ た 場 合 は 、調査 結 果 を 公 表 す るもの と す る 。  

５  前 項 た だ し 書きの 公 表 に お け る 公表内 容 は 、 研 究 活 動上の 不 正 行 為 が な かった こ

と 、 論 文 等 に 故 意又は 研 究 者 と し て わきま え る べ き 基 本 的な注 意 義 務 を 著 し く怠っ

た こ と に よ る も のでは な い 誤 り が あ ったこ と 、 被 告 発 者 の氏名 ・ 所 属 、 調 査 委員会

委 員 の 氏 名 ・ 所 属、調 査 の 方 法 ・ 手 順等を 含 む も の と す る。  

６  学 長 は 、 悪 意に基 づ く 告 発 が 行 われた と の 認 定 が な された 場 合 に は 、 告 発者の 氏

名 ・ 所 属 、 悪 意 に基づ く 告 発 と 認 定 した理 由 、 調 査 委 員 会委員 の 氏 名 ・ 所 属 、調査

の 方 法 ・ 手 順 等 を公表 す る 。  
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第 ７ 章  措 置 及 び処分  

（ 本 調 査 中 に お ける一 時 的 措 置 ）  

第 ３ ２ 条  学長 は 、本 調 査 を 行 う こ とを決 定 し た と き か ら調査 委 員 会 の 調 査 結果の 報

告 を 受 け る ま で の間、 被 告 発 者 に 対 して告 発 さ れ た 研 究 費の一 時 的 な 支 出 停 止等の

必 要 な 措 置 を 講 じるこ と が で き る 。  

２  学 長 は 、 資 金配分 機 関 又 は 関 係 機関か ら 、 被 告 発 者 の該当 す る 研 究 費 の 支出停 止

等 を 命 じ ら れ た 場合に は 、 そ れ に 応 じた措 置 を 講 じ る も のとす る 。  

（ 研 究 費 の 使 用 中止）  

第 ３ ３ 条  学長 は 、研 究 活 動 上 の 不 正行為 に 関 与 し た と 認定さ れ た 者 、研 究 活 動上 の

不 正 行 為 が 認 定 された 論 文 等 の 内 容 に重大 な 責 任 を 負 う 者とし て 認 定 さ れ た 者及び

研 究 費 の 全 部 又 は一部 に つ い て 使 用 上の責 任 を 負 う 者 と して認 定 さ れ た 者（ 以 下「被

認 定 者 」 と い う 。） に対 し て 、 直 ち に 研究費 の 使 用 中 止 を 命ずる も の と す る 。  

（ 論 文 等 の 取 下 げ等の 勧 告 ）  

第 ３ ４ 条  学長 は 、被 認 定 者 に 対 し て 、研 究 活 動 上 の 不 正行為 と 認 定 さ れ た 論文等 の

取 下 げ 、 訂 正 又 はその 他 の 措 置 を 勧 告する も の と す る 。  

２  被 認 定 者 は 、前項 の 勧 告 を 受 け た日か ら 起 算 し て １ ４日以 内 に 勧 告 に 応 ずるか 否

か の 意 思 表 示 を 学長に 行 わ な け れ ば ならな い 。  

３  学 長 は 、 被 認定者 が 第 １ 項 の 勧 告に応 じ な い 場 合 は 、その 事 実 を 公 表 す るもの と

す る 。  

（ 措 置 の 解 除 等 ）  

第 ３ ５ 条  学長 は 、研 究 活 動 上 の 不 正行為 が 行 わ れ な か ったも の と 認 定 さ れ た場合 は 、

本 調 査 に 際 し て とった 研 究 費 の 支 出 停止等 の 措 置 を 解 除 するも の と す る 。 ま た、証

拠 保 全 の 措 置 に ついて は 、 不 服 申 立 てがな い ま ま 申 立 期 間が経 過 し た 後 又 は 不服申

立 て の 審 査 結 果 が確定 し た 後 、 速 や かに解 除 す る 。  

２  学 長 は 、 研 究活動 上 の 不 正 行 為 を行わ な か っ た と 認 定され た 者 の 名 誉 を 回復す る

措 置 及 び 不 利 益 が生じ な い た め の 措 置を講 じ る も の と す る。  

（ 処 分 ）  

第 ３ ６ 条  学長 は 、本 調 査 の 結 果 、研 究活 動 上 の 不 正 行 為が行 わ れ た も の と 認定さ れ

た 場 合 は 、 被 認 定者に 対 し て 、 法 令 、就業 規 則 そ の 他 関 係諸規 程 に 従 っ て 、 処分を

課 す も の と す る 。  

２  学 長 は 、 前 項の処 分 が 課 さ れ た ときは 、 該 当 す る 資 金配分 機 関 及 び 関 係 省庁に 対
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し て 、 そ の 処 分 の内容 等 を 通 知 す る 。  

（ 是 正 措 置 等 ）  

第 ３ ７ 条  本調 査 の結 果 、研 究 活 動 上 の不 正 行 為 が 行 わ れたも の と 認 定 さ れ た場合 に

は 、 学 長 は 、 必 要に応 じ て 、 速 や か に是正 措 置 、 再 発 防 止措置 、 そ の 他 必 要 な環境

整 備 措 置 （ 以 下 「是正 措 置 等 」 と い う。）を と る も の と す る。  

２  学 長 は 、 関 係する 部 局 責 任 者 に 対し、 是 正 措 置 等 を とるこ と を 命 ず る こ とがで き

る 。  

３  学 長 は 、 第 １項及 び 第 ２ 項 に 基 づいて と っ た 是 正 措 置等の 内 容 を 該 当 す る資金 配

分 機 関 及 び 関 係 省庁に 対 し て 報 告 す るもの と す る 。  

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和４年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  
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